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公的年金制度における外国人に対する脱退一時金制度について
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＜国民年金の脱退一時金制度＞

１．受給要件

○ 次のいずれにも該当する場合、脱退一時金の請求が可能となる。

① 日本国籍を有しないこと

② 公的年金制度（国民年金又は厚生年金保険）の被保険者でないこと

③ 厚生年金保険の被保険者期間を６か月以上有すること

④ 老齢厚生年金の受給資格期間（10年）を満たしていないこと

⑤ 障害厚生年金等の受給権を有したことがないこと

⑥ 日本国内に住所を有しないこと

⑦ 日本に住所を有しなくなった日（※４）から２年以内に請求を行うこと
（※４）日本の公的年金制度の被保険者でなくなった日の方が遅い場合は当該日。

（※５）最終月（資格喪失した日の属する月の前
月）の属する年の前年10月の保険料率
（最終月が1月～8月であれば、前々年10
月の保険料率）。なお、平成29年９月以
降の保険料率は18.3％で固定されている。

２．支給額

○ 国民年金第１号被保険者としての保

険料納付済期間等に応じて、次の計算

式で算出した額（最大で60か月（５

年）分）

１．受給要件

○ 次のいずれにも該当する場合、脱退一時金の請求が可能となる。

① 日本国籍を有しないこと

② 公的年金制度（国民年金又は厚生年金保険）の被保険者でないこと

③ 国民年金第１号被保険者としての保険料納付済期間（※１）を６か月以

上有すること

④ 老齢基礎年金の受給資格期間（10年）を満たしていないこと

⑤ 障害基礎年金等の受給権を有したことがないこと

⑥ 日本国内に住所を有しないこと

⑦ 日本に住所を有しなくなった日（※２）から２年以内に請求を行うこと
（※１）保険料４分の１免除期間の月数の４分の３に相当する月数、保険料半額免除期間

の月数の２分の１に相当する月数及び保険料４分の３免除期間の月数の４分の１に

相当する月数を含む。

（※２）日本の公的年金制度の被保険者でなくなった日の方が遅い場合は当該日。

２．支給額
○ 厚生年金保険の被保険者であった期間に応じ
て、次の計算式で算出した額（最大で60か月
（５年）分）

保険料納付済期間等 数

６か月以上12か月未満 ６

12か月以上18か月未満 12

18か月以上24か月未満 18

24か月以上30か月未満 24

30か月以上36か月未満 30

36か月以上42か月未満 36

42か月以上48か月未満 42

48か月以上54か月未満 48

54か月以上60か月未満 54

60か月以上 60

（※３）令和５年度の保険料額は、16,520円。

× ×

最後に保険料を
納付した月の属
する年度の保険
料額（※３）

１／２

右表に
定める
数

被保険者期間 数

６か月以上12か月未満 ６

12か月以上18か月未満 12

18か月以上24か月未満 18

24か月以上30か月未満 24

30か月以上36か月未満 30

36か月以上42か月未満 36

42か月以上48か月未満 42

48か月以上54か月未満 48

54か月以上60か月未満 54

60か月以上 60

×
平均標準
報酬額

支給率
（保険料率（※５）×１／２
×右表に定める数）

※国民年金法附則第９条の３の２ ※厚生年金保険法附則第２９条

＜厚生年金保険の脱退一時金制度＞

➢ 脱退一時金の支給を受けた者については、支給額の計算の基礎となった被保険者期間は、被保険者でなかったものとみなされる。
（注）合算対象期間にも含まれない。



脱退一時金制度の主な改正経緯
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• 外国人の場合は、滞在期間が短く、保険料納付が老齢給付に結び付きにくいという特有の事情を踏まえ、日本国籍を有しない方が、
公的年金制度（国民年金又は厚生年金保険）の被保険者資格を喪失し、日本国内に住所を有しなくなった場合、本人からの請求に
基づき被保険者であった期間に応じた額を一時金として支給する制度を創設

• 支給上限年数は３年（36か月）
（参考）制度創設当時、支給上限が３年とされた理由について

①脱退一時金が外国人の短期滞在者に対する特別の措置であること
②期間が定められている在留期間の最長期間が３年であること
③一時金の対象となる出国者の大部分の在留期間が３年以内であること

平成７年４月（脱退一時金の創設）［平成６年改正］

• 支給上限年数を５年（60か月）に引き上げ
（参考）令和元年10月30日 社会保障審議会年金部会 資料１の「脱退一時金制度見直しの方向性」 抜粋

見直しの意義（必要性）

本年施行された改正出入国管理法により、期間更新に限度のある在留資格における在留期間の上限が５年になる（特定技能１号）とともに、制度創設当時と

比べて３～５年滞在した者の割合が外国人出国者全体の約５％から約16％に増加している。

令和３年４月（支給上限年数の引き上げ）［令和２年改正］



脱退一時金裁定件数の推移
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【参考】在留外国人数の推移（総数）
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(人)

2,066,445
2,121,831

2,232,189

2,382,822

2,561,848

2,731,093

2,933,137
2,887,116

2,760,635

3,075,213

3,223,858

1,500,000

1,700,000

1,900,000

2,100,000

2,300,000

2,500,000

2,700,000

2,900,000

3,100,000

3,300,000

3,500,000

平成25年末 平成26年末 平成27年末 平成28年末 平成29年末 平成30年末 令和元年末 令和2年末 令和3年末 令和4年末 令和5年6月末

※「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表」（出入国在留管理庁）を基に作成。



脱退一時金に関する国会における指摘（令和 5年10月24日 衆議院 本会議）
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〇稲田朋美議員

・・・我が国の国際化が進展する中で、これまで日本人を前提とした昭和の時代からの制度が、外国人に適用される際

に弊害が顕在化する場合があります。その例として、年金の脱退一時金制度があります。

日本人は年金制度から脱退することはできません。ところが、外国人が帰国する場合には、年金制度から脱退し、

一時金を受給できます。永住者資格がある外国人が年金脱退一時金を受給して帰国し、その後再入国して、収入が

少ないという理由で生活保護を受給することも、現在の制度運営上可能となっています。

脱退一時金制度を始め、在留資格制度や社会保障制度の運用のはざまで生じている課題について実態把握を進め、

国民が納得できる制度に向けて改善を図るべきと考えますが、厚労大臣の御見解をお伺いします。（以下略）

○武見厚生労働大臣

稲田朋美議員の御質問にお答えをいたします。

年金の脱退一時金についてお尋ねがありました。

御指摘の制度の運用のはざまで生じる課題について、関係省庁とも連携しつつ、実態把握等を進めて必要な改善

を図ることは重要と考えております。

脱退一時金は、外国の方々に特有の事情を踏まえて例外的に設けられている制度でございます。厚生労働省とし

ては、必要な実態把握を行いながら、政府内における在留資格に関する議論の状況等も踏まえ、次期年金制度改正

に向けて、必要な検討を行ってまいります。



在留資格別 在留外国人数の推移（主要在留資格）
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※１ 「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表」（出入国在留管理庁）を基に作成。
※２ 在留資格「技能実習」は平成22年の入管法改正で創設されたものであるが、平成21年以前については便宜上「研修」の数を計上している。
※３ 在留資格「特定技能」は令和元年に創設。
※４ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、平成26年以前については「技術」及び「人文知識・国際業務」を合計したもの。
※５ 在留資格「留学」は、平成21年以前については「留学」及び「就学」を合計したもの。



在留資格一覧表

8※出典：出入国在留管理庁HP「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」



永住者と脱退一時金の受給について
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• 脱退一時金は、在留資格に関係なく日本国籍を有しないことが受給要件の一つとされて
おり、永住者も脱退一時金を請求し得る。また、日本国内に住所を有しないことを受給
要件としているところ、日本から出国する際の出国形態について限定はなく、単純出国
により永住者の在留資格を失うような場合でなくても、脱退一時金の受給は可能である。

• 受給資格期間（10年）を満たしていないこととの要件について、永住許可を受けた者
については、当該者が20歳以上60歳未満の期間に限り、昭和36年４月１日から永住許
可を受けるまでの海外在住期間も受給資格期間に含めて判断される（合算対象期間）。
このため、当該海外在住期間を含めた受給資格期間が10年以上となる場合には、脱退
一時金は受給できない 。



技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書（概要）
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技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 最終報告書（概要）
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「技能実習制度及び特定技能の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の
対応について」（令和６年２月９日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定）
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